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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅰ-１-（１）） 

Ⅰ 食の安全と食料の安定供給の確保 

１ 食料自給率向上の取組の推進 

 

推 進 事 項 

（１） 関係者と一体となった食料自給率向上の取組の推進 

取組課題・背景 「新たな食料・農業・農村基本計画」（平成１７年３月）において、我が国の

食料自給率は、平成２７年度に供給熱量ベースで４５％に向上させることを目

標とされたところである。 

東北においても、米を除いた供給熱量ベースの食料自給率は３０％程度に

とどまり、生産面だけでなく、流通・加工、消費等の各段階において、自給率

向上に向けた取組が求められている。 

このため、食育活動の推進、国産（東北産）農産物の消費拡大、需要に応

じた農産物の生産振興等の施策を効率的にかつ着実に推進し、東北におけ

る食料自給率向上を図っていく必要がある。 

また、東北における取組を実効あるものとするため、地方公共団体、農業

団体、食品産業事業者、消費者団体、経済団体等の関係者が、食料自給率

向上に向けた課題について共通認識を持つとともに、各々の役割に応じた主

体的かつ、相互の連携ある取組の推進を図る必要がある。 

 

目標参考値 目標参考値の考え方 

【東北地域の食料自給率】 

 米を除い
た自給率

現状（17年度）：104％ 31％ 

現状（18年度）：未確定 未確定

目標（19年度）：105％ 32％ 

  

目標（27年度）：109％ 37％ 

目標値と考え方 

  

自給率については、計画翌年度末に

ならないと公表されないことから、計画年

度の目標値が立てられないため、平成

27 年度目標である食料自給率目標４

５％を達成するための目標値を推計し、

目標参考値とする。 

【関係者と連携した取組】 
○東北地域食料自給率向上協議会の活動の推進（6月：総会） 

○関係団体との連携強化に向けた食料自給率向上キャラバンの実施（随時）

○食料自給率向上に向けたイベントの開催 

・食と農を語る会（3回）           ・とうほく食育トーク（3回） 

・米粉利用拡大セミナー（7月）     ・東北大豆シンポジウム（8月） 

・食料産業クラスター形成推進シンポジウム（10月） 

・食料自給率向上シンポジウム（2月） 

○ホームページ等を通じた情報の受発信（随時更新） 

 

【食料消費面の取組】   

○食育の推進 Ⅰ－２ 
・地方公共団体の食育推進計画の取組支援 
・日本型食生活の一層の普及・促進 
○地産地消の推進 Ⅰ－３ 
・地場農産物の活用促進 

○食の安全と消費者の信頼確保 Ⅰ－４ 

・ＧＡＰ（農業生産工程管理手法）の導入の推進 

取 組 内 容 

 

・食品表示の遵守状況の確実な改善 
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 ・リスクコミュニケーションにおける理解度の向上 
  
【農業生産面の取組】   
○担い手の育成・確保 Ⅱ－１ 

 ・認定農業者の育成・確保と集落営農の組織化・法人化 

 ・新たな人材の育成・確保 

 ・女性の参画促進 

○農地の有効利用の促進 Ⅱ－２ 

 ・担い手への農地利用集積の推進  

 ・企業等の農業参入の促進  

 ・耕作放棄地の解消・発生防止の促進 

○食品産業と農業の連携強化 Ⅲ－２ 

 ・食料産業クラスター展開事業の推進と地域ブランド食品の普及の促進 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：企画調整室】 

【政策分野主管課：企画調整室、消費・安全部、生産経営流通部、食糧部】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅰ-２-（１）） 

Ⅰ 食の安全と食料の安定供給の確保 

２ 食の安全と消費者の信頼の確保 

推 進 事 項 

（１） 食品表示の遵守状況の確実な改善 

取組課題・背景 食品表示は､消費者が食品を選択する上での重要な判断材料であり､消費

者の関心も非常に高いものの､不適正表示事件が多発していることから､販

売業者等が適正な表示を行うことが重要となっている｡ 

生鮮食品についても､消費者が選択する上で重要との観点から､生鮮食品

一般調査で確認している食品表示状況において､原産地表示の遵守状況の

確実な改善を図る必要がある｡ 

 

目標値 目標値の考え方 

食品表示に対する消費者の信頼を回

復するためには､監視体制の強化､普及

啓発の推進等により､表示の不適正店舗

の削減を図ることが不可欠である｡ 

生鮮食品一般調査における原産地名

の不適正表示率については、全国に比

べ依然高い傾向にあり、消費者の信頼

を確保するため、平成 17 年度から平成

20 年度までに「名称」、「原産地」とも、３

割削減することとし、18 年度の目標値を

５０％の到達率として、19 年度以降は均

等割りで設定した。 

 削減 P H18 H19 H20 

名称 9.5 4.8 2.4 2.4 

目標値と考え方 

【不適正表示店舗率の削減】 

（名称） 

現状（１７年度）：３１．８ﾎﾟｲﾝﾄ 

目標（１８年度）：２７．０ﾎﾟｲﾝﾄ 

現状（１８年度）：未確定 

目標（１９年度）：２４．６ﾎﾟｲﾝﾄ  

 

（原産地） 

現状（１７年度）：３５．２ﾎﾟｲﾝﾄ 

目標（１８年度）：２９．９ﾎﾟｲﾝﾄ 

現状（１８年度）：未確定 

目標（１９年度）：２７．２ﾎﾟｲﾝﾄ 

 

 

 
原産地 10.6 5.3 2.7 2.7 

目標達成のため

の取組 

『取組事項』 

○生鮮一般調査及び年数回調査対象品目を特定して実施する特別調査の

実施 

○食品表示 110 番､食品表示ｳｫｯﾁｬｰを活用した監視 

○不適正な表示に対する立入検査等の実施及び不正事業者に対する厳正

な措置 

○パンフレットの配付､広報紙の発行等による普及･啓発（随時） 

○事業者及び消費者からの問い合わせに対する適切な対応（随時） 

○事業者及び消費者を対象とした食品表示説明会及びセミナー等の実施 

○関係行政機関､団体との連携強化 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：消費生活課】 

【政策分野主管課：表示・規格課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅰ-２-（２）） 

Ⅰ 食の安全と食料の安定供給の確保 

２ 食の安全と消費者の信頼の確保 

推 進 事 項 

（２） リスクコミュニケーションにおける理解度の向上 

取組課題・背景 食の安全に対する消費者の信頼の回復のためには、リスクコミュニケーシ

ョンは大変重要な位置づけを有するものとされている。 

リスクコミュニケーションを効果的に実施するためには、①適切な情報の提

供、②十分な意見交換等を通じて参加する消費者等の理解度をさらに高め

る必要がある。 

 

目標値 目標値の考え方  

【リスクコミュニケーション参加者

が説明、資料及び意見交換等に

ついて理解できたとする割合の向

上】 

 

最も理解度の低かったリスクコミ

ュニケーション 

現状（１８年度）：○○％ 

（未確定）

目標（１９年度）：８０％ 

 

 

 

東北農政局が行うリスクコミュニケー

ションにおいて、参加者のうち理解できた

とする人の割合を現状以上とし、リスクコ

ミュニケーション終了後のアンケート調査

結果等からその評価を得ることとする。  

平成 18 年度におけるリスクコミュニケ

ーション全体の理解度は○○％であった

が、テーマによっては理解度が○○％と

低いものがあったことから、平成 19 年度

は理解度の底上げを図ることとし、すべ

てのリスクコミュニケーションについて、

理解度を８０％以上とすることを目標とす

る。 

 

標 達成のため

の取組 

『取組事項』 

○３省（厚生省、文部科学省、農林水産省）合同のリスクコミュニケーションの

実施 

○ミニリスコミュニケーションの実施 

・農政局及び各農政事務所等で、（社）農林水産先端技術産業振興センタ

ー、仙台検疫所等、食のリスク管理に係る関係機関及び専門家と連携し

て、５つのテーマで「食の安全に関する意見交換会」を実施。 

①農薬について  

②食品表示について  

③牛トレーサビリティ制度について 

④輸入食品の監視業務について  

⑤遺伝子組換え農作物について 

 

○食の安全・安心推進連絡会議の開催 

○消費者団体との意見交換会を各県において開催 

○職員のリスクコミュニケーション技術を向上させるため、トレーナー研修、基

礎研修等を活用し、職員の資質の向上を図る。 

・トレーナー研修 

・基礎研修 

 

○消費者団体、生産者団体等からの食の安全・安心に係るテーマの講師派

遣要請に積極的に応じる。 
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担 当 部 局 【政策評価担当課：消費生活課】 

【政策分野主管課：消費生活課・安全管理課】 

備 考 

（ 中 間 評 価 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅰ-３-（１）） 

Ⅰ 食の安全と食料の安定供給の確保 

３ 食育の推進 

推 進 事 項 

（１） 地方公共団体の食育推進計画の取組支援 

取組課題・背景 食育基本法に基づく食育推進基本計画が平成１８年３月３１日に策定さ

れ、食育を国民運動として推進していくために、都道府県及び市町村におい

ても食育推進計画の作成の動きがみられているところである。 

 このため、「東北地域食育推進基本方針」を積極的に活用し、地方公共団

体の取組を支援していくこととする。 

 

取 組 内 容 『関係者と連携した取組』 

○食育推進のため、東北農政局及び各農政事務所等では、「食育推進協議

会」を開催し、地域における食育の啓発普及の方策について意見交換を行

ってきた。各県における食育推進会議及び食育推進計画が策定されたこと

から、１9年度は東北地域食育推進協議会に各県の食育担当者を加え、計

画の実現に向けた具体的取組を支援。 

 

○さらに、農政事務所等は、地方公共団体の食育担当部局に対し、地方公

共団体の食育推進会議の設置を働きかけることなどにより、地方公共団体

の食育推進計画の取組を促進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：消費生活課】 

【政策分野主管課：消費生活課】 

備 考 

（ 中 間 評 価 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅰ-３-（２）） 

Ⅰ 食の安全と食料の安定供給の確保 

３ 食育の推進 

推 進 事 項 

（２） 日本型食生活の一層の普及・促進 

取組課題・背景 健全な食生活を実践するためには、国民一人一人が自分にとって必要な

食事の量を把握し、その人に適した食事をとることが必要である。そこで、国

民運動としての食育の取組の一環として、より具体的に食事選択場面でのわ

かりやすい情報提供を行うためのツールとして、昨年度作成された「食事バラ

ンスガイド」の普及・啓発を行う必要がある。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【「食事バランスガイド」等を参考

に食生活を送っている国民の割

合の増加】 

 

現状（１８年度）：２１％ 

目標（１９年度）：４０％ 

 

 

「食事バランスガイド」を普及・啓発す

るための様々な取組を行うこととし、消費

者モニター等に対するアンケート調査結

果からその評価を得ることとする。 

目標値は、食育推進基本計画におい

て「平成２２年度までに６０％以上とする

ことを目指す」としていることから、初年

度（18 年）は目標値の半分の３０％とし

た。平成１８年度に東北地域のイベント

等で行ったアンケート調査における「食

事バランスガイド」等を参考に食生活を

送っている割合は 21％となることから、

引き続き普及啓発に努めることとし、平

成１９年度の目標を４０％とした。 

 

目標達成のため

の取組 

『取組事項』 

○食育推進協議会の開催（２回程度） 

 

○食育に関するシンポジウム、各種イベント等でのパンフレット等の配布 

 

○出張講座を活用した普及・啓発 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：消費生活課】 

【政策分野主管課：消費生活課】 

備 考 

（ 中 間 評 価 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-４-（１）） 

Ⅰ 食の安全と食料の安定供給の確保 

４ 地産地消の推進 

推 進 事 項 

（１） 地場農産物の活用促進 

取組課題・背景 東北地域では多様な農産物が生産されていることから、生産者と消費者と

の交流活動、近年増加している直売所での直接販売や加工、学校給食への

食材提供等において積極的に地場産農産物を活用することが、消費者ニー

ズを的確に捉えた農産物生産を行い、地域内消費の拡大を図る上で重要で

ある。また、食育の観点からは、地場産・国産農産物に対する理解促進が図

られる取組ともなり、食料自給率向上への寄与も期待できる。 

このため、各地の地産地消が、創意工夫が活かされた活動内容で、計画

的・効果的に取り組まれるよう、関係機関と連携した支援が必要である。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【地産地消推進計画の策定地区

数の増加】 

 

※現状(18年度)： 98地区（予定）

目標(19年度)：116地区 

 

※現状の地区数は平成19年２月

末で把握した数値につき、平成18

年度末(19.3.31)において確定後、

修正予定。 

 

地産地消の全国的な展開を目的とし

て、平成 17 年度から各県を通じた地域

の実践的な計画（地産地消推進計画）策

定を推進しており２ヵ年を経過した。 

平成19年度は、計画策定の参画市町

村数 116 地区（平成 19 年３月末現在の

市町村数 231 の半数。全国の策定目標

数と同水準での目標設定。）の目標達成

に向け、推進を図る。 

 

目標達成のため

の取組 

地産地消は、中山間地域の活性化や農業経営の安定化を図る上からも重

要な取組であることから、地域の地産地消推進計画の策定・見直し検討や取

組団体相互の交流等、具体的な活動の参考となるよう、優良活動事例等を

収集し、情報提供等の支援に取り組む。 

 

『取組事項』                 

○「東北農政局食料自給率向上推進本部」の活動の一環として、関連情報の

収集・発信や関係機関との連携を図り、地域の「地産地消推進計画」策定

等を支援する。（随時実施） 

○広報誌、ホームページ、農政局主催会議等において地域の取組事例を紹

介し、関係者への啓発を行うとともに地域への波及を図る。（５月） 

○東北地域の地産地消活動を促進するため、優良活動団体等の表彰（東北

農政局長賞）を行う。（９月募集） 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：農産課】   

【政策分野主管課：農産課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅰ-５-（１）） 

Ⅰ 食の安全と食料の安定供給の確保 

５ 農業生産工程の適切な管理 

推 進 事 項 

（１） ＧＡＰ（農業生産工程管理手法）の導入の推進 

取組課題・背景  GAP（農業生産工程管理手法）は、食品の安全性や品質の確保、環境の保

全、労働安全等多様な目的に対応して、農業生産工程を管理し適正な農業

生産を実現するための有効な手法であり、多くの産地・生産者が GAP という

手法を取り入れ、より適正に食品市場に対応した生産活動へ転換することを

強力に推進する必要がある。 
 
※GAP（農業生産工程管理手法）とは 
 肥料や農薬を基準通りに施用することや、完熟の堆肥を使用するなど、食品の安全確保の
ために、農業生産の作業ごとに特に注意を払って管理する項目などをあらかじめ定め、そ
れを実施して記録に残し、次期の作業の改善に役立てる手法 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【ＧＡＰを実践する産地数】 

 

現状（１８年度）：未確定 

目標（１９年度）：未確定 

 

 

 

目標達成のため

の取組 

 

 

（検討中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：消費生活課、農産課】 

【政策分野主管課：消費・安全部、生産経営流通部】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-１-（１）） 

Ⅱ 農業の競争力強化の推進 

１ 担い手の育成・確保 －品目横断的経営安定対策の導入－ 

推 進 事 項 

（１） 認定農業者の育成・確保と集落営農の組織化・法人化 

取組課題・背景 効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業

構造の確立に向け、意欲と能力のある担い手の育成・確保に積極的に取り

組むとともに、品目横断的経営安定対策の円滑な加入の取組を推進し、土地

利用型農業における認定農業者及び担い手に位置付けられる集落営農組

織の大幅な育成・確保を図る必要がある。 

 

目標値 目標値の考え方 

【認定農業者の増加】 

現状（１８年度）：○○ 経営体   

目標（１９年度）：○○ 経営体 

 約○○増加

   （１８年度実績確定後、設定）

 

各県担い手育成総合支援協議会の

「アクションプログラム」(担い手の育成・

確保を目的とする年度毎の行動計画)に

定められた目標値の合計により設定。 

              

 

【集落営農数の増加】 

品目横断的経営安定対策加入対

象となる特定農業法人、特定農業

団体及び特定農業団体と同様の

要件を満たす組織の増加 

 

現状（１８年度）：1,007 組織 

＊集落営農実態調査結果の概要(東

北)(平成 19 年 2 月 1 日現在)（東

北農政局統計部）による 

目標（１９年度）：220 組織増加 

（1,227 組織）    

 

以下の手順で 19 年度の集落営農の目標増加
数を算出。 
①品目横断的経営安定対策の米の加入目標カ
バー率（19 年産 45%、20 年産 55%）をベースに
19年産から 20年産への作付面積の増加分を
算出。算出の基礎面積は 18 年産の米作付面
積（439,800ha）を使用。 

 
（439,800*0.55）-（439,800*0.45）=43,517ha 
      ↓        ↓       ↓ 
（20 年産目標）-（19 年産目標）=（増加面積） 
 
②米の加入経営体のうち集落営農組織の占め
る割合を、19 年産秋まき麦での実績（加入経
営体の２割が集落営農組織）から援用。集落
営農組織の１組織当たりの経営面積は 40ha
であることから、①の増加面積に必要な集落
営農組織数、つまり目標増加組織数を算出。 

 
（43,517ha） * （0.2）  /  （40ha） ≒220 組織
   ↓      ↓ 
（増加面積）*（加入経営体のうち集落営農組織
の占める割合：２割）/（１集落営農組織あたりの
経営面積）=増加面積に必要な集落営農組織数 
 

目標値と考え方 

【品目横断的対策加入者の農地

面積カバー率】 

現状（１８年度）：麦 98.5％ 

目標（１９年度）：米 45％、大豆 

56％、麦 100％ 

・米、大豆にあっては 19年産作付

面積比 

・麦にあっては、20 年産作付面積

比 

 

 

米にあっては、東北管内の水田利用

集積率 45％を目標カバー率として設定。

大豆にあっては、大豆交付金対象面

積19,960ha を 18年産作付面積で除した

56％を目標カバー率として設定。 
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目標達成のため

の取組 

○経営改善計画の策定に向けた啓発活動 

○地域担い手育成総合支援協議会の活動支援 

○担い手不在地域における営農組織と法人化を推進 

 

『取組事項』 

○「東北地域担い手育成・確保等主務課長会議の開催(平成 19 年４月 18 日

外３回) 

○集落の合意が困難な地区等に対する JA 等地域関係機関と連携した集落

営農設立説明会の開催 

 
担 当 部 局 【政策評価担当課：農産課】 

【政策分野主管課：担い手育成課】 

備 考 

（ 評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-１-（２）） 

Ⅱ 農業の競争力強化の推進 

１ 担い手の育成・確保 －品目横断的経営安定対策の導入－ 

推 進 事 項 

（２） 新たな人材の育成・確保 

取組課題・背景 農業・農村の活力を維持していくためには、青年農業者の一定の持続的な

農業・農村への参入が不可欠である。 

このため、新規就農者の確保と定着に向けた効果的な取組を関係機関と

一体となり持続的に展開していく必要がある。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【新規就農者数】 

現状（１８年度）：○○名（未確定） 

 平成１９年８月確定予定 

目標（１９年度）：1,100名 

平成18年度算定の19年度目標

を標記。 

平成19年度アクションプログラ

ムの認定農業者数が確定し次第

算定、差し替え。(平成１９年４月

確定予定) 

平成 18年度アクションプログラムの東

北 6 県の認定農業者数を基礎に世代交

代周期で除して算出。 

 H17 実績 722 名 

 H18 実績 平成 19 年 8 月確定予定 

 H19 目標  1,100 名 

AP 目標数   世代交代周期 

44,102 名 ／   35 年   ＝1,260 名 

1,260 名 ＊ 0.9 ≒ 1,100 名 

(18年度80％、19年度90％、20年度100

％で算定) 

 

目標達成のため

の取組 

農業農村に関心を抱く青年等が農業農村の現状や新規就農・農業生産法

人への就農に当たっての支援策を具体的に把握できるよう、ホームページの

充実や各種イベントを展開する。 

 

『取組事項』 

○農政局ホームページを充実し、特に青年新規就農者へ就農支援の情報提

供を行う(通年) 

○東北農村青年会議(青森 11 月) 

○農業を仕事にしてみませんか(新規就農促進)フォーラム(12 月) 

○平成 19 年度東北 6県就農支援対策業務担当者会議(農政局 5月) 

○東北北海道地域農業士研究会(北海道 8月下旬) 

○農業大学校等での就農実践研修の実施に対する支援(通年) 

○各種交付金、貸付資金等の PR を通じた支援(通年) 

○東北 6県資金担当者会議(農政局 5月) 

○就農支援資金の貸付の促進(通年) 

○厚生労働省(ハローワーク)等と連携した新規就農支援(通年)  

○ヤングジョイスポットせんだいと連携した「農業をやってみませんか」セミ 

ナー(仙台 8月) 

担 当 部 局  【政策評価担当課：農産課】 

 【政策分野主管課：経営支援課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-１-（３）） 

Ⅱ 農業の競争力強化の推進 

１ 担い手の育成・確保 －品目横断的経営安定対策の導入－ 

推 進 事 項 

（３） 女性の参画促進 

取組課題・背景 担い手を育成・確保し、持続的な農業の発展を図るためには、農業就業人

口の過半を占め、農業経営や農村社会で重要な役割を果たしている女性を、

農業経営者として明確に位置づけ能力を発揮する場を提供していくとともに、

女性の能力を生かした加工や販売部門の拡大を図り安定的な農業所得を確

保していく必要がある。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【女性認定農業者数】 

現状（１８年度）：○○名 

（未確定）

目標（１９年度）：○○名 

（１８年度実績確定後、設定）

 

 

１８年度の結果を踏まえ検討 

目標達成のため

の取組 

生産現場における女性農業者の役割を明確化し、女性認定農業者の拡大

や、直売所、農家レストラン等女性起業の拡大を促進する。 

また、女性の参画の実効性を高めるため、推進体制が整備されていない

市町村への働きかけを検討し、市町村における具体的な参画目標設定の加

速化を図る。 

なお、これらの取組に当たっては、東北農政局男女共同参画推進本部の

計画に基づき、局内各課横断的に推進する。 

 

『取組事項』 

○東北地域いきいき女性起業者研究交換会の開催 

○東北の農村地域における女性登用促進に関する検討会の開催 

○集落営農組織における女性農業者の取組実態調査の実施 

○市町村における目標設定加速化のための意見交換の実施 

○男女共同参画関連データや取組事例の収集 

○HP「東北地域農山漁村男女共同参画のページ」等による情報提供 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：農産課】 

【政策分野主幹課：経営支援課】 

備 考 

（ 評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-２-（１）） 

Ⅱ 農業の競争力強化の推進 

２ 農地の有効活用の促進 

推 進 事 項 

（１） 担い手への農地利用集積の推進 

取組課題・背景 農業従事者の減少や高齢化が進展する中で、国民に対して将来的に食料

を安定的に供給する役割を担う東北農業の持続的な発展を図るためには、

農業に主体的に取り組む効率的かつ安定的な農業経営が生産の相当分を

担う農業構造を確立することが重要である。 

このためには、担い手の育成・確保を図るともに、担い手への農地利用集

積を推進する必要がある。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【利用権設定面積】 

現状(１７年度）：８５千ha 

現状(１８年度)：○○千ha 

（未確定）

目標(１９年度)：９１千ha 

 

利用権設定等促進事業による利用権

設定面積を、平成１６年度（８２千ha）以

降年間３千haの増加を目標値として設定

 

 

 

目標達成のため

の取組 

担い手育成支援協議会の活動により、明確化された担い手への農地利用

集積を効率的に進めるため、農業委員会等の農地利用調整活動等を支援す

るとともに、関係者に対して新たな支援策を周知徹底する。 

 

『取組事項』                     

○ホームページ等を活用した情報の提供（随時更新） 

○各種事業を通じた指導、支援等（随時） 

○農地流動化担当者会議等による新たな支援策の周知 

○農地流動化対策・経営対策担当が連携した現地指導の実施 

○農地保有合理化法人等連絡協議会を通じた新たな支援策の周知 

○東北管内経営基盤確立円滑化研修（１１月） 

○品目横断的経営安定対策、米政策改革の推進と一体となった地域への取

組強化と草の根レベルでの周知徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：農産課】   

【政策分野主管課：構造改善課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-２-（２）） 

Ⅱ 農業の競争力強化の推進 

２ 農地の有効活用の促進 

推 進 事 項 

（２） 企業等の農業参入の促進 

取組課題・背景 農業の担い手の高齢化や、農業後継者の不足といった要因により、耕作さ

れずに放置されている農地（遊休農地）が増加し、大きな問題となっている。

この問題に対処する一つの方策として、平成１５年４月に、農地の遊休化が

深刻な市町村等においては、構造改革特区制度により一般の株式会社やＮ

ＰＯ法人といった農業生産法人以外の法人に対して農地の貸付け（リース）が

可能となり、平成１７年９月には、農地リース制度を、全国において実施する

ことができるよう農業経営基盤強化促進法等が改正された。 

また、「２１世紀新農政２００６」において、平成２３年３月までに一般企業等

の農業参入法人数を５００法人とする目標を設定している。 

当局においても、平成１８年１２月に局内に企業等農業参入支援チームを

立ち上げ、平成２３年３月までの一般企業等の農業参入法人数を８５法人と

する目標を設定し、企業等の農業参入の促進に取り組んでいるところであ

る。 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【新規参入企業数】 

現状（１８年度）：○○法人 

（未確定）

目標（１９年度）：５５法人 

 

（参考） 

１８年３月末３５法人 

１８年９月末４１法人 

 

①平成２２年度の目標値として、特定法

人貸付事業を市町村基本構想に位置づ

けた１２７市町村（１９年８月末）の概ね７

割の８５法人を設定 

②単年度の増加目標については、１８年

３月末の農業参入法人数３５を起点とし

て、２２年度末の目標数を年均等ペース

で達成しうる１０法人を設定 

 

目標達成のため

の取組 

農政局内に立ち上げた企業等農業参入支援チームを中心に、各県、市町

村、関係機関・団体と連携を図りつつ、次の取組を計画的に実施する。 

 

『取組事項』  

○ 関東農政局の協力を得てイベント等で局作成パンフを配布（随時） 

○ 企業等農業参入シンポジウムの開催（企業等農業参入支援全国推進事

業との連携）（６～７月） 

○ 企業等の農業参入の手法、メリット等のプレゼン資料作成（５月） 

○ 局作成パンフレットを活用した整備部独自のパンフレットの作成・配布 

（整備部企業等農業参入検討チーム） 

○ ホームページ・局作成パンフを最新情報に基づき更新（随時） 

○ 各種会議等での啓発 

・ 担当者会議（５月、１０月、１月） 

・ 東北土地改良建設協会及び各県土地改良建設協会への訪問説明（４

～５月） 

・ 各県食品産業協議会総会での説明（宮城、山形、福島）（５～６月） 

・ 東北農林水産関連企業環境対策協議会総会・理事会での説明（６～７

月） 

・ 建設業協会、食品産業協会への平成２０年度予算等の訪問説明（概算

要求後（９月～）） 
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・ 北海道東北ブロック食品産業協議会事務局会議での説明（１１月） 

地域リーダー等と農政局職員との意見交換会（５月開催予定－参入企

業の講演－） 

○ 企業等の農業参入についての取組の実態、課題、支援策等の検討 

・ テーマを設定し現地事例情報収集（年間） 

・ 普及組織による支援実施状況の把握 

・ 新規参入事例調査を２地区程度で実施（５～６月） 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：農産課】   

【政策分野主管課：構造改善課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-２-（３）） 

Ⅱ 農業の競争力強化の推進 

２ 農地の有効利用の促進 

 

推 進 事 項 

（３） 耕作放棄地の解消・発生防止の促進 

取組課題・背景 

 

耕作放棄地は年々増加し、特に、自給的農家や土地持ち非農家の耕作放

棄面積の増加が著しい。耕作放棄地の増加は、食料自給率の向上や多面的

機能の発揮に支障を来たしている。 

今後、高齢化・労働力不足により、ますます耕作放棄地の増加が懸念され

る。各地域において、地域の創意と工夫により、耕作放棄地の適正な活用を

図ることが喫緊の課題となっている。 

このため、地方公共団体等が実施する地域の自主性や創意工夫を活かし

た耕作放棄地の解消及び発生防止に向けた各種取組をより一層支援する必

要がある。 

○ 局内関係各課による、耕作放棄地の解消及び発生防止に向けた各種取

組との連携 
『取組事項』 
○ 耕作放棄地の発生防止・解消に向けた制度・事業等に関する情報提供 
・耕作放棄地対策の推進に向けた施策集の作成及び配布（１０月） 
○ 耕作放棄地解消事例集の作成及び関係機関への配布 
・関係機関と連携した取組事例の収集、整理及び配布（２月） 
○ 各県及び市町村耕作放棄地対策担当者との意見交換 
・管内各県耕作放棄地対策担当者会議（仮称）の開催を通じた意見交換の

実施（５月） 
・市町村現地調査を通じた意見交換、助言及び支援の実施（６回） 
○ 耕作放棄地の解消及び発生防止に向けた啓発普及活動の実施 
 
『耕作放棄地の解消に向けた主な取組』 

○ 集落営農の組織化・法人化 Ⅱ－１－（１） 
・品目横断的経営安定対策への取組 
○ 担い手への農地の利用集積 Ⅱ－２－（２） 
・利用権設定促進事業等による担い手への農地の集積 
○ 農外からの新規参入の促進 Ⅱ－２－（３） 
・特定法人貸付事業による農外の企業等の農業参入 
○ 農業生産基盤の整備 Ⅱ－５－（１） 
・経営体育成基盤整備事業等による土地条件の改善 
○ 中山間地域等直接支払の活用 Ⅳ－１－（２） 
・中山間地域等支払交付金の交付により、適正な農業生産活動を継続し、

耕作放棄の発生防止及び既耕地放棄地の普及による多面的機能を確保

○ 農地・水・環境保全向上対策 Ⅳ－２－（１） 

取 組 内 容 

・農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図る地域の共同活動を促進 
担 当 部 局 【政策評価担当課：農村振興課】 

【政策分野主管課：企画調整室、生産経営流通部、整備部、統計部】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-３-（１）） 

Ⅱ 農業の競争力強化の推進 

３ 米政策改革の更なる推進 

推 進 事 項 

（１） 集荷円滑化対策の実効性向上に向けた取組 

取組課題・背景 農業者・農業者団体が主役となる需給調整システムの実効性を確保する

ためには、需要に応じた米生産を行うことはもとより、気候変動等に起因す

る豊作により発生した過剰米を適切に処理することにより、供給過剰による

米価下落を防止する仕組（集荷円滑化対策）が重要である。 

しかしながら、１７年産の豊作により対策が発動されたにもかかわらず、

全国において約１万トン（東北では約1,600トン）程度の豊作による過剰米
が区分出荷されず市場へ供給されたことから、対策の所要の見直しが行わ

れたところである。 

ついては、対策見直しの趣旨の周知を行う等の取組を推進することによ

り、対策の実効性を確保する必要がある。 
 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【集荷円滑対策における区分出

荷米の出荷割合の向上】 

 

現況（１７年度） ：  ９２ ％  

現況（１８年度） ： 発動なし 

目標（1９年度） ： １００ ％ 

 

 

１７年産米の東北における、区分出

荷割合は９２％であることから、今後、

豊作による過剰米が発生した場合に

は、集荷円滑化対策の実効性確保の観

点から１００％の区分出荷を目指す。 

 

注：平成１７年１１月基本指針より算出

目標達成のため

の取組 

『取組事項』 

○本対策一部改正の内容の周知活動 

・県段階における農業者団体等への説明の実施 

 ・地域段階における関係機関及び方針作成者への説明会等の実施 

 

○本対策についての加入促進 

 ・品目横断的経営安定対策の申請受付時を活用したパンフ等での加入

促進の実施 

 

 

 

 

 

    

担 当 部 局 【政策評価担当課：食糧調整課】 

【政策分野主管課：計画課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-４-（１）①） 

Ⅱ 農業の競争力強化の推進 

４ ニーズに的確に対応した農業生産の推進 

推 進 事 項 

（１） 実需者のニーズに応じた高品質な農畜産物の供給の促進 

①大豆生産の振興 

取組課題・背景 大豆は、管内における主要な水田転作作物のひとつであり、管内での作付

面積は年々増加しており、全国に占めるシェアは平成１８年産で２５％（平成

１７年産は２６％）となっている。大豆の本作化は、水田農業経営の確立を図

る上で不可欠であることから、実需者のニーズにあった質的水準の高い大豆

の安定生産を行うとともに、地場の加工業者との契約栽培の拡大などによ

り、実需者と生産者の結びつきを一層強化することが重要。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【上位等級（１・２等）比率】 

現状（１４～１７年産平均）： 

３８．２％ 

目標（１９年産）：４９．０％ 

※１８年産の実績確定後、目標値の

修正あり得る（１９年５月確定予定） 

 

過去５年間の中庸３年間の全国平均値

（基本技術の徹底により実現可能） 

目標達成のため

の取組 

○補助事業及び融資により、良品質大豆の安定生産に資する乾燥調製施設

等の導入、水田の汎用化，暗渠排水事業等の実施。 

○「東北地域大豆振興協議会」の開催等を通じて生産者団体等に対し、大豆

の単収や品質の向上に向けた意識転換を呼びかけるとともに、単収、品質

向上技術に係る情報提供と普及推進を行う。 

 

『取組事項』 

○補助事業及び融資による良品質大豆の安定生産支援（随時） 

○東北大豆振興協議会ホームページのコンテンツの充実（随時） 

○「東北豆だより」の発行（月１回発行） 

○東北大豆ピカイチ大賞開催（平成１９年７月） 

○「東北地域の生産者・流通業者・加工業者リスト」の整備及び HPへの掲載

（随時） 

○「東北大豆シンポジウム」の開催（平成１９年８月頃） 

○大豆の単収・品質向上等に向けた農家・関係機関向けパンフレットの作

成・配付（平成２０年１月） 

○優良産地、優良生産組織等の事例集の作成（平成１９年１０月） 

○「東北地域大豆振興協議会」の開催（平成２０年３月） 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：農産課】 

【政策分野主管課：農産課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-４-（１）②） 

Ⅱ 農業の競争力強化の推進 

４ ニーズに的確に対応した農業生産の推進 

推 進 事 項 

（１） 実需者のニーズに応じた高品質な農畜産物の供給の促進 

②野菜生産の振興 

取組課題・背景 野菜は、将来にわたり担い手を核とした国際競争にも耐えうる体質の強い

産地づくりを推進するため、更なる産地の構造改革を進めていく必要がある。

このため、これまでは産地自らが構造改革の明確な目標と具体的な取組

を定めた『野菜産地強化計画』（以下「強化計画」という。）の策定を推進して

きたところであるが、１９年度からは担い手の育成・確保への取組を奨励する

仕組みに見直された価格安定制度への加入促進等により担い手の経営の安

定を図っていくことが重要である。 

見直し後の価格安定制度へ加入するには、強化計画の中で産地の担い手

の育成・確保状況を明らかにし、さらに制度の重点支援を受けるには担い手

の育成・確保の一層の促進を図り、改めて強化計画でその状況を明確にする

必要があることから、このための強化計画の変更策定を推進することにより、

制度への円滑な加入の促進と制度の重点支援を確保し、担い手を中心とす

る競争力の強い産地体制の確立を図り、野菜の自給率の向上を目指す。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【野菜産地強化計画の変更策定

数】 

現状（１８年度）：○○産地 

（未確定）

目標（１９年度）：○○産地 

（１８年度実績確定後、設定）

 

１９年度からの価格安定制度への加

入を希望する産地で、当初の強化計画

において産地の担い手の育成・確保の

状況が明らかになっていない産地数及

び安定的・継続的生産者の育成・確保の

一層の促進を図ることにより、重点支援

の産地区分の向上を目指す産地数の合

計を目標値として設定。 

 

目標達成のため

の取組 

『取組事項』 

○野菜経営安定対策の見直し内容の周知（実施要領等の一部改正の施行

／１９年４月） 

○強化計画（変更）策定に対する指導、助言等（４～６月は秋冬産地、７～１２

月は秋冬以外の産地を中心に指導を強化） 

○強化計画策定済産地の「安定的・継続的生産者」の作付面積により産地区

分表（暫定版）を作成し、重点支援該当産地の状況を確認（６月） 

○農政局ホームページを活用した産地強化計画（変更）策定の啓発 

○管内６県野菜関係担当者会議の開催（２０年２月） 

○定期的に野菜産地強化計画（変更）策定状況を調査することにより、その

進捗を確認し、更なる推進を図る（随時） 
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担 当 部 局 【政策評価担当課：農産課】 

【政策分野主管課：園芸特産課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-４-（１）③） 

Ⅱ 農業の競争力強化の推進 

４ ニーズに的確に対応した農業生産の推進 

推 進 事 項 

（１） 実需者のニーズに応じた高品質な農畜産物の供給の促進 

③果樹生産の振興 

取組課題・背景 果樹農業は、担い手の高齢化の進展、園地整備や規模拡大等の遅れによ

り、生産基盤の脆弱化が見られる。 

このため、２７年度を目標とする「果樹農業振興基本方針」に基づいて、産

地自らが目指すべき姿や担い手を明確化するとともに、目標を達成するため

の戦略を内容とする『果樹産地構造改革計画』（以下「改革計画」という。）の

策定を推進してきたところである。 

１９年度からは、改革計画に即して行われる小規模な園地整備、園地の流

動化や改植等による優良品目・品種への転換等の産地の前向きな取組に対

し、１９年度からはじまる新しい果樹対策等により支援を行い、担い手の生産

基盤の改善と産地の構造改革を進め、果樹栽培面積の維持・拡大と担い手

の経営の安定等を通じて競争力の強い産地を実現し、消費者ニーズに即し

た国産果実の安定的な供給を目指す。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【改革計画における優良品目・品

種への転換等の取組面積】 

現状（１８年度）：実績なし 

（※本取組を支援するための新し

い果樹対策は１９年度から開始さ

れるため。） 

目標（１９年度）：○○ha 

（※各改革計画における取組面積

は、各県を通じて調査する必要が

あることから、５月実施予定の調

査の結果に基づいて設定する。） 

 

・改革計画に即した産地構造改革を推進

するため、改革計画における小規模な園

地整備、園地の流動化や改植等による

優良品目・品種への転換等の取組面積

を目標値とする。 

 

・具体的には新しい果樹対策期間中（Ｈ

１９～Ｈ２２）における各年次の取組予定

面積を明らかにし、１９年度の数値を目

標値として設定。 

 

目標達成のため

の取組 

『取組事項』 

○新しい果樹対策に関する県別（主産地別）説明会の開催（４月１０日：岩手

県・山形県、４月１１日：青森県・秋田県、５月中旬：福島県（予定）） 

○管内６県果樹担当者会議の開催（５月） 

○平成１９年産りんご需給調整対策推進会議の開催（８月） 

○農政局ホームページを活用した果樹経営支援対策事業の取組の啓発・普

及 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：農産課】 

【政策分野主管課：園芸特産課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-４-（１）④） 

Ⅱ 農業の競争力強化の推進 

４ ニーズに的確に対応した農業生産の推進 

推 進 事 項 

（１） 実需者のニーズに応じた高品質な農畜産物の供給の促進 

④肉用牛生産の振興 

取組課題・背景 「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画」において各県は、肉用

牛飼養頭数の増頭目標を掲げており、各県が掲げるこの目標の達成に向

け、１８年度においては、農政局内に立ち上げた肉用牛増頭対策推進プロジ

ェクトチームを中心に、各県と連携を図りつつ、地域における肉用牛増頭意欲

の醸成を図る取組を行い一定の成果を上げた。 

しかしながら、農政局主体の取組には限界もあり、農業団体、学識経験者

等も巻き込んだ推進体制を構築し、肉用牛生産の取組を強化する必要があ

る。 

 

取 組 内 容  肉用牛増頭対策推進プロジェクトチームによる取組を見直し、東北地域に

おける肉用牛生産振興の推進母体として、農業団体、学識経験者、行政機

関等の関係者で構成する「東北地域肉用牛増頭推進会議」（仮称）を５月下

旬に立ち上げ、次の取組を計画的に実施する。 

 

『取組事項』 

○肉用牛増頭推進会議の開催（５月、２月） 

○「東北地域肉用牛増頭行動計画」の策定と同行動計画の着実な実施  

○主要県におけるシンポジウム、現地検討会等の開催（青森県、岩手県、宮

城県） 

○普及・啓発資料の作成・配付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：農産課】   

【政策分野主管課：畜産課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-４-（２）） 

Ⅱ 農業の競争力強化の推進 

４ ニーズに的確に対応した農業生産の推進 

推 進 事 項 

（２） 自給飼料増産の推進 

取組課題・背景 食料自給率の向上、国土の有効活用、資源循環型畜産の確立等の観点

から、自給飼料の増産が重要課題となっている。 

こうした中、飼料作物作付面積は全国的に減少傾向で、東北においても同

様の傾向にあり、自給飼料増産の取組を「点」から「面」に拡大する飼料増産

重点地区の取組をさらに充実させ、飼料増産運動を推進する必要がある。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【飼料増産重点地区数】 

 現状(１８年度)：２５か所 

 目標(１９年度)：３１か所 

 

１８年度に引き続き、少なくとも各県１か

所の追加設定を目指す。 

目標達成のため

の取組 

東北地域飼料増産行動会議（農業団体、学識経験者、行政機関の関係者

で構成。生産経営流通部長が会長）の取組等を通じ、既存の飼料増産重点

地区における取組の強化及び新規の飼料増産重点地区の掘り起こしを目指

し、飼料増産運動を推進する。 

 

『取組事項』 

○東北地域飼料増産行動会議の開催（２回） 

○「東北地域における平成１９年度飼料増産行動計画」の策定と同行動計画

の着実な実施 

○公共育生牧場の効率的利用の検討 

○普及・啓発資料の作成・配付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：農産課】   

【政策分野主管課：畜産課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-５-（１）） 

Ⅱ 農業の競争力強化の推進 

５ 農業生産の基盤の整備 

推 進 事 項 

（１） 担い手の育成・確保の契機となる農業生産基盤整備の推進 

取組課題・背景 「新たな食料・農業・農村基本計画」において「担い手の育成・確保の契機と

なる農業生産基盤整備の推進」が政策課題となっている。また、品目横断的経

営安定対策の導入により、担い手の育成・確保が更に重要となる。このため、

地域農業の担い手育成の契機となる水田の大区画化・汎用化等の基盤整備を

計画的に行うこととする。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【水田汎用化等の農地整備面積

の増加】  

現状（１７年度まで）：４０６千ha 

現状（１８年度）：未確定 

目標（１９年度）年間整備面積 

：２,８００ha 

 

【農地利用集積率】 

現状（事業実施前）  ：１８％ 

目標（１９年度）    ：５５％ 

 

 

 

 

17年度までの整備実績等をもとに設定。

 

 

 

 

目標値は、平成19年度が集積の最終年

度にあたる経営体育成基盤整備事業等の

完了または、実施中合せて49地区につい

て集積目標を設定。 

 

（集積面積） （受益面積） 

整備前  729ha／4,081ha =18% 

整備後 2,243ha／4,081ha =55% 

 

目標達成のため

の取組 

『取組事項』         

○事業主体の実情等を踏まえた年間整備計画の作成及び技術情報等の提   

供 

・基盤整備関係担当者会議の実施（3回） 

 

○年間整備計画に対し、進捗の遅れている地区に対しては、課題の把握を行

うとともに、対処方針を検討し指導 

・各県と個別に事業の進捗状況等を打合せ（計6回） 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：設計課】 

【政策分野主管課：農地整備課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅱ-５-（２）） 

Ⅱ 農業の競争力強化の推進 

５ 農業生産の基盤の整備 

推 進 事 項 

（２） 農業水利施設の適切な更新・保全管理 

取組課題・背景 国営土地改良事業等により造成された農業水利施設の多くは、今後順次

更新時期を迎えるため、施設の長寿命化などにより農業水利ストックの有効

活用を図ることが不可欠であり、定期的な施設の機能診断などによるストック

マネジメントが重要となっている。 

このため、国営土地改良事業により造成された基幹的な農業水利施設を

対象として、国営造成水利施設保全対策指導事業等により平成２３年度まで

にそれらすべての施設の機能診断及び予防保全計画の策定を行い、広域基

盤整備計画調査と連携し、「最適整備計画」の中に予防保全計画を位置づけ

ることにより、農業水利ストックの効率的な更新・保全管理の推進を図る。 
 
※（農業水利施設の）ストックマネジメントとは 
施設の状態を的確に把握し、将来的な施設の状態を予測するとともに、更新時期の平準化
及び補修・更新費用の低減を図るため、いつ、どのような対策をどこに行うことが最適であ
るかを考慮して、施設を計画的かつ効率的に管理するための手法 
 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【基幹的な国営造成水利施設の機能

診断を実施する施設数】 

 

現状（１８年度）：数値なし 

目標（１９年度）： 

（１）ダム等施設 ２６箇所以上 

（２）用排水路  １３４ｋｍ以上 

 

 

平成１９年度から５年間で基幹的

な国営造成水利施設（管理委託施設

等）の機能診断を計画的に実施して

いくため、ダムや農業用用排水路等

の施設機能診断を実施する施設数

（水路の場合は延長）を目標とする。 

 

（参考） 

５カ年で機能診断を実施（予定）す

る施設数 

（１）ダム等施設 １３１箇所 

（２）用排水路   ６７２ｋｍ 

 

目標達成のため

の取組 

『取組事項』 

○ストックマネジメントを円滑に実施するための体制づくり 

○ストックマネジメントに係る説明会等の実施（２回） 

○施設保全管理等担当者会議の開催（２回） 

○「農業水利施設の機能保全の手引き（案）」の積極的活用 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：設計課】 

【政策分野主管課：事業計画課、水利整備課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅲ-１-（１）） 

Ⅲ 新たな可能性の追求 

１ 農林水産物等の輸出の促進 

推 進 事 項 

（１） 既存品目の量的拡大及び新たな輸出品目への取組の推進 

取組課題・背景 農林水産物・食品の輸出額を平成２１年までに６，０００億円、平成２５年ま

でに１兆円とする輸出拡大目標の達成に向けて、海外での日本食・食材の広

報普及、販路創出・拡大への支援や輸出環境整備等を行っていくことが重

要。このため、海外での展示・商談会、常設店舗への出展等を通じた販路創

出・拡大等の支援が必要。 

 品目については、すでに相当程度輸出実績がある品目は、既存の輸出先

国において量的拡大を図るとともに、新たな輸出先国の開拓が必要。さらに、

現段階で実績が少ない品目、実績がないが今後期待される品目についても、

新たな輸出取組の推進が必要。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【東北地域主要輸出品目の 

東北管内合計の輸出数量】 

現状（１８年度）： 

・りんご      ○○トン(年産)

・ながいも     ○○トン 

・りんどう     ○○千本 

・米         ○○トン 

・日本酒      ○○KL 

（実績値の確定予定時期：５月）

 

目標（１９年度）：１５％以上の増加

 

県等の独自の取組に加え、輸出拡大

目標達成に向けた事業（補助事業や展

示商談会、常設店舗への出展・出品の

事業）の積極的な活用を図ることにより、

１８年度以上の取組が行われるよう支援

することとし、現状の１５％程度の増加を

目標値とする。（平成２５年までに輸出額

１兆円を達成するために必要な「平均年

間増加率約１５％」と同程度の伸び率と

した。） 

なお、東北地域の主要輸出品目の輸

出数量により、取組の成果を把握する。 

 

目標達成のため

の取組 

輸出拡大が見込まれる輸出相手国、輸出品目及び課題解決に向けた対

応方策等に関するシンポジウムやセミナーを開催し、輸出関連情報を提供・

共有化するとともに、輸出拡大目標達成に向けた事業（補助事業や展示商談

会、常設店舗への出展・出品の事業等）を積極的に活用した、各県、生産者

団体等が取り組む輸出促進活動の効率的・効果的な実施を支援する。 

 

『取組事項』                     

○東北地域農林水産物等輸出促進協議会総会の開催（５月） 

○東北地域輸出戦略の策定（５月） 

○東北地域農林水産物等輸出促進シンポジウム・セミナーの開催（７月、１１

月：東北地域農林水産物等輸出促進協議会と東北農政局の共催） 

○農林水産物等輸出促進セミナー及び商談会の開催（未定：農林水産省委

託事業によるセミナー、商談会の開催への協力（内容の企画・立案）） 

○東北地域の農林水産物等輸出促進パンフレットの作成（５月） 

○東北地域農林水産物等輸出促進協議会構成員を対象としたアンケート調

査（１月） 

○東北地域農林水産物等輸出促進協議会幹事会の開催（３月） 

○ホームページの掲載情報の充実、メ－ルマガジンの配信による情報の共

有化の促進（随時、毎月） 
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担 当 部 局 【政策評価担当課：農産課】   

【政策分野主管課：農産課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅲ-２-（１）） 

Ⅲ 新たな可能性の追求 

２ 食品産業と農業の連携強化等による食料供給コスト縮減 

推 進 事 項 

（１） 食料産業クラスター展開事業の推進と地域ブランド食品の普及の促進

取組課題・背景 国民のニーズに対応した食料の安定供給を確保し、食料自給率の向上に

資するためにも食品産業及び農業の両者がそれぞれ課題を克服し国内農産

物の利用を推進していくことが重要である。 

そのためには、食品産業と農業の連携強化を進めて、ニーズに対応した食

品に関する研究開発等を行い新商品の開発や販路拡大等により、国産農産

物の利用を推進していくことが必要である。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【国内農業者等との契約による原

料調達を行っている食品産業の

割合向上】 

 現状(１８年度)：○○％（未確定）

 目標(１９年度)：○○％ 

（１８年度実績確定後、設定）

（資料：総合食料局によるアンケ

ート調査）

 

食品産業の経営体質の強化、農業と

の連携強化を表す指標として、国内農業

者等と契約による原料調達を行っている

食品製造業の割合を使用する。 

平成１８年度の調査（食品産業協議会

員アンケート）における契約調達を行っ

ている事業者は○％となっている。 

平成１９年度目標値は現状以上の○％

とした。 

目標達成のため

の取組 

○東北農政局内に「アグリビジネス戦略検討会議」を設置することに伴い、当

会議の下に「食・農連携等推進チーム」を立ち上げ食品産業と農林水産業

等の連携及び地域資源（産地の技術、地域の農林水産物、観光等）を効率

的に結びつけ、新商品・新サービスの開発・市場開拓等を総合的に支援す

るため、関係機関・団体等と連携し情報の共有、施策等の普及・ 浸透及

び支援策等の検討を行う。 

○地域の食品産業と農業の連携及び地域農水産物を利用した製品の開発・

普及を推進し、各団体への啓発を強化する。 

○各県の食料産業クラスター協議会を通じて行う補助事業「食料産業クラス

ター展開事業」で食品産業と農業の連携による、国産農水産物を活用した

新製品開発等の取組み支援を行う。 

○全国食料産業クラスター協議会が19年3月に全国の連絡協議会の支援を

おこなうため設立。本年は、各種イベント等を開催し、食品産業と農業の連

携、地域ブランド食品の普及の促進を図る。 

『取組事項』 

○諸会議を通じて関係者への啓発を行う。 

・宮城県食品工業協議会総会ほか 

 

イベントは未定 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：農産課】   

【政策分野主管課：食品課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 

 

 

 

 



- 30 - 

平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅲ-２-（２）） 

Ⅲ 新たな可能性の追求 

２ 食品産業と農業の連携強化等による食料供給コスト縮減 

推 進 事 項 

（２） 食料供給コスト縮減に向けた強力な取組 

取組課題・背景  消費者ニーズに対応した質の高い食料を供給するとともに、国民に対する

食料の安定的な供給を将来にわたって確保していくためには、国内の食料供

給をめぐる諸問題を解決し、国内農業の体質強化を図っていくことが喫緊の

課題である。 

 このため、土地利用型農業を中心に、経営感覚に優れた担い手に施策を集

中することに併せて、食料供給コスト縮減を図っていく必要がある。 

 

取 組 内 容  

食料供給コスト縮減を推進するため、関係各課が連携し取り組む。 

 

『取組事項』 

○ 低価格資材の供給と効率利用の推進等（農産課、安全管理課） 

 ・東北地域農業生産資材費低減対策に係るブロック会議（６月） 

 ・病害虫・雑草の発生状況に応じ、天敵等の利用による最適な防除手段を 

講じる総合的なシステムの普及推進 

 

○ 農協の経済事業改革の徹底（検査課） 

・改革の成果が担い手へ確実に還元されるよう、関係機関、関係団体、担

い手との経済事業改革検討会（仮称）を開催し、実態把握を行うとともに

関係機関、関係団体を通じ指導を徹底 

  ・公正取引委員会が策定・公表する「農業協同組合の活動に関する独占禁

止法の指針」について、説明会（ブロック会議）の開催及び関係機関、関

係団体を通じ周知の徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：企画調整室、消費生活課、農産課】 

【政策分野主管課：検査課、安全管理課、農産課】 

備 考 

（ 中 間 評 価 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅲ-３-（１）） 

Ⅲ 新たな可能性の追求 

３ バイオマスの利活用の推進と自然循環機能の維持増進 

推 進 事 項 

（１） バイオマスタウン構想の策定 

取組課題・背景 新たなバイオマス・ニッポン総合戦略の目指す具体的目標（2010 年目途）

では、地域的資源の有効利活用の観点から、バイオマスを一定割合以上利

活用する市町村数を全国で 300 程度構築することとしている。 

また、農林水産環境政策の基本方針においても、バイオマス利活用を計画

的に推進していくとされていることから、バイオマスの利活用を通じ、農業の

自然循環機能の維持増進や農村の振興を図るため、関係者の理解を醸成し

つつ、バイオマス利活用計画の策定等の取組を促進することが重要である。 

このため、地域で発生・排出されるバイオマス資源の総合的な利活用シス

テムの構築やバイオマスタウンの実現に向けた地域の創意工夫を凝らした

主体的な取組について支援を行う必要がある。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【バイオマスタウン構想策定市町

村数】 

2010 年目標（管内）：３７地域 

現状（１７年度まで）：１２地域 

（１８年度）：    ６地域 

（１８年度まで）：１８地域 

目標（１９年度）：    ７地域 

（１９年度まで）：２５地域 

全国の構想策定市町村の割合 

構想策定市町村数／全国市町村数＝ 

300/1821=16% 

東北の市町村数／東北の全国に対する

割合＝232*0.16=37 市町村 

19 年度～21年度における 3年間の構想策定

数＝37-18(策定済み)=19 市町村 

構想策定年間数 

＝19*1/3（残年数）= 約７市町村 

目標達成のため

の取組 

『取組事項』 

○地域バイオマス利活用交付金において、バイオマスタウン構想策定及び実

現のための支援を実施（通年） 

○管内県、市町村を対象にしたバイオマス関連施策説明会 （２回） 

○関係省庁等（東北管内出先機関及び都道府県等）連携による東北地域バ

イオマス連絡会議を開催し、連絡調整を実施 （２回） 

○同連絡会議によるバイオマスシンポジウムを開催し、バイオマス利活用に

ついて普及啓発や意見交換を実施 （１回） 

○バイオマス利活用優良事例を公募し、表彰状の授与、事例発表並びに意

見交換会を実施  

○バイオマスタウンの普及啓発（県、市町村に対するキャラバン実施：１回） 

○バイオマスタウンに関する情報発信 

  バイオマスホームページによる情報提供、バイオマス利活用相談窓口、 

事業活用手引き 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：企画調整室】 

【政策分野主管課：企画調整室、農村振興課、地域整備課、畜産課】 

備       考  
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅲ-３-（２）） 

Ⅲ 新たな可能性の追求 

３ バイオマス利活用の推進と自然循環機能の維持増進 

推 進 事 項 

（２） 持続的な農業生産方式の推進（エコファーマーの育成） 

取組課題・背景 地球環境の保全が大きな課題となっている中で、農業生産においても環境

と調和した持続的な農業を実践することが強く求められている。             

 このため、環境に配慮した農業を実践するエコファーマー等の育成が進め

られており、その取り組みを強化する必要がある。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【エコファーマーの認定件数】 

現状（１８年度）：○○件（未確定） 

（19年5月ごろ確定の見込み） 

目標（１９年度）：○○件 

（１８年度実績確定後、設定）

              

（参考： 

全国（１８年度末）○○件） 

（19年5月ごろ確定の見込み） 

東北のエコファーマー数は、19 年 3 月

末で○○○件であるが、エコファーマー

の近年の増加件数（過去○年平均）○○

○件/年の増加を見込み、○○○農家を

目標に設定。 

 

目標達成のため

の取組 

環境保全型農業に取組み、農産物の高付加価値等を図っている成功事例

等により、環境保全型農業の必要性、有益性について農家等に広く普及啓

発する。  

 

『取組事項』 

○環境保全型農業に取組み、農産物の高付加価値化等を図っている成功事

例を対象にコンクールを実施 （11月） 

 

○環境保全型農業についてのシンポジウムの開催 （３月） 

 

○農地・水・環境保全向上対策の営農活動と一体的な普及啓発（随時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：農産課】   

【政策分野主管課：農産課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅳ-１-（１））  

Ⅳ 地域力を活かした農山漁村づくり 

１ 農山漁村の活性化 

推 進 事 項 

（１） 「農山漁村活性化戦略」に即した取組の普及・円滑な施策の推進 

取組課題・背景 地域の活力なくして国の活力はなく、地域活性化は安倍内閣の重要課題と

している。そのため、やる気のある地域が独自の取組を推進し、知恵と工夫

にあふれた「魅力ある地域」に生まれ変わるための努力を、政府全体で応援

していくことが必要であるとして、農林水産省は、「農山漁村の活性化のため

の定住等及び地域間交流の促進に関する法律」案を提出して農山漁村の活

性化するための支援を行うこととしている。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

 

（検討中） 

 

「農山漁村の活性化のための定

住等及び地域間交流の促進に関す

る法律」が施行された場合を前提に

「活性化計画」の策定 

 

 

 

 

 

農山漁村の活性化に向けた「活性

化計画」を策定した実績値を基に算

出 

 

目標達成のため

の取組 

『取組事項』 

○東北農政局内の推進体制づくり（４月） 

○関係省（支分局間）の連携や各県との協力体制づくり（４月） 

○継続交付金の執行、地域の課題・要望等の聴取・とりまとめ（随時） 

○農山漁村活性化説明会等の開催（随時） 

○農政局管内における農山漁村活性化に係る戦略的な情報の発信（随時） 

○農政局管内における農山漁村活性化に係る情報の収集・把握（随時） 

○農山漁村活性化に係る施策の具体化及び推進に必要な調査・検討 

○農山漁村活性化に係る施策の円滑な推進 

○農山漁村活性化に係る対応相談のワンストップ化（随時） 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：農村振興課】 

【政策分野主管課：企画調整室、総務部、消費・安全部、食糧部、生産経営流

通部、整備部、統計部】 

備 考 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅳ-１-（２）） 

Ⅳ 地域力を活かした農山漁村づくり 

１ 農山漁村の活性化 

推 進 事 項 

（２） 中山間地域等直接支払制度の推進 

取組課題・背景 耕作放棄地の増加などによって多面的機能の低下が特に懸念される中山

間地域において、農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保する観点

から、「中山間地域等直接支払制度」が実施された。（12 年度～16 年度） 

平成 17 年度からは新たな対策として、将来に向けた農業生産活動を継続

する前向きな取組を促す仕組みに改善し実施している。（17 年度～21 年度） 

現対策では、多面的機能の維持・増進を一層図るため、担い手の育成や

集落間の連携の取組を強化するなど、自律的かつ継続的な農業生産活動等

の体制整備に向けた前向きな取組を促進することとしている。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【協定面積全体に占める「自律的か

つ継続的な農業生産活動等の体制

整備に向けた前向きな取組を行う集

落等の協定面積」】 

現状（18 年度）：52.8 千 ha 

（協定面積全体 710 百 ha の内数）

目標（19 年度）：53.9 千 ha 

（協定面積全体 719 百 ha の内数）

 

＊１８年度については、６月末に確定 

①協定面積全体 

対象農用地面積の 80％以上で協

定が締結されることを目標に、71.9

千ｈａに設定。 

 

②前向きな取組を行う協定面積 

18 年度の協定面積全体に占め

る前向きな取組を行う協定面積の

割合以上（18 年度（74%）→19 年度

（75%））を目標とし、53.9 千 ha（71.9

千 ha×75%）に設定。 

 

目標達成のため

の取組 

体制整備に向けた前向きな取組を促進するため、制度の主旨・内容の周

知、情報提供、現地推進活動等を実施する。 

 

『取組事項』 

○制度の適正な運用及び前向きな取組を促進するため、市町村担当者等を

対象とした研修会の開催（１０月） 

 

○ 前向きな取組を促進するため、活動内容等をとりまとめた事例集の作成・

公表（ＨＰ掲載）（４月） 

 

○前向きな取組を促進するため、県等と連携し現地推進活動を実施 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：設計課】 

【政策分野主管課：地域整備課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅳ-１-（３））  

Ⅳ 地域力を活かした農山漁村づくり 

１ 農山漁村の活性化 

推 進 事 項 

（３） 都市と農山漁村の共生・対流の取組の促進 

取組課題・背景 都市住民に農村で活動する機会や食と農への認識を深める契機を広く提

供するとともにこれを通じた農村の振興を図るため、都市と農村の交流活動

を促進することが重要である。 

このためには、受入側の農山漁村におけるソフト・ハード両面での充実や、

都市住民に対する都市と農山漁村の共生・対流に関する普及・啓発活動が

必要である。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【都市農村交流を目的とする公設

宿泊施設における宿泊者数】 

 

 現状(平成18年度)：   千人泊 

 目標(平成19年度)：1,600千人泊 

現状は集計中であるため、目標は 

推定値である  H17：1,545千人泊 

 

東北管内における都市農村交流を目

的としている公設宿泊施設への宿泊者

数の変化を検証し、都市と農村の共生・

対流を評価するが、近年の都市と農山

漁村の交流人口の動向等を考慮して、

目標値を定めた。 

 

目標達成のため

の取組 

地域資源を活かしつつ、都市と農山漁村との交流促進を図るため、地域推

進体制の整備、魅力ある農村空間の整備等を総合的に支援する。 

 また、都市農村交流を担う人材の育成確保、情報発信力の充実強化、農山

漁村地域の魅力向上のための、地域ぐるみの自発的取組の支援によるグリ

ーン・ツーリズムを推進する。 

 

『取組事項』                    

○情報資料を直接国民に手交（随時）      

○局メールマガジンで情報発信（随時） 

○都市と農山漁村の共生・対流連絡協議会主催のシンポジウムの開催（１０

月）  

○局ホームページの充実強化（随時） 

○農村休暇法に基づく市町村計画の策定等によるグリーン・ツーリズムの推

進  

 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：農村振興課】   

【政策分野主管課：農村振興課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅳ-２-（１）） 

Ⅳ 地域力を活かした農山漁村づくり 

２ 農地・水・環境保全向上対策の本格的実施 

推 進 事 項 

（１） 地域ぐるみの効果の高い共同活動の円滑な実施 

取組課題・背景 農地・農業用水等の資源は、食料の安定供給や多面的機能の発揮の基

盤となる社会共通資本である。 

しかしながら、こうした資源は、過疎化・高齢化・混住化等の進行に伴う集

落機能の低下により、その適切な保全・管理が困難となってきている。 

また、これら資源を基礎として営まれる農業生産活動については、環境問

題に対する国民の関心が高まる中で、農業生産全体の在り方を環境保全を

重視したものに転換していくことが求められている。 

このため、地域において農地・水・環境の良好な保全とその質的向上を図

ることを通じて地域の振興に資する「農地・水・環境保全向上対策」を１９年度

～２３年度までの５ケ年間実施するものとする。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【共同活動の施策導入面積】 

 

現状(18年度)：数値なし 

目標(19年度)：297千ha 

東北は共同活動の対象が水田に特化

していることから、水田面積の５０％を目

標値に設定。 

 

※東北の水田面積 

593.700ha×50%=296,850ha 

目標達成のため

の取組 

『取組事項』   

○「農地・水・環境保全向上対策」の実施体制の整備 

・地域協議会設立の承認（４月中） 

・実施方針・業務方法書・地域活動指針・特認要件等の承認（４月中） 

○活動組織との現地意見交換会の開催 

・代表的な活動組織と、局・県・市町村担当者による意見交換会を現地で

開催（６月～９月） 

○地域協議会担当者会議の開催 

・地域協議会の運営向上を目的に、運営に関する課題等について情報交

換等を実施（９月） 

○農政局幹部と市町村長との意見交換会を実施 

・「農地・水・環境保全向上対策」による地域振興等について、農政局幹部

と市町村長との意見交換会を実施（６月～１２月） 

○「農地・水・環境保全向上対策」の PR 

・取り組みの促進を図るため、特徴的な活動を行っている各活動組織の活

動状況をホームページに掲載（１２月） 

・七夕まつり、こどもサミットにおいて、活動状況等の PR を実施（８．９月） 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：設計課】 

【政策分野主管課：地域整備課】 

 

備 考 

（ 中 間 評 価 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅳ-２-（２）） 

Ⅳ 地域力を活かした農山漁村づくり 

２ 農地・水・環境保全向上対策の本格的実施 

推 進 事 項 

（２） 先進的な営農活動の円滑な実施 

取組課題・背景 農地・農業用水等の資源は、食料の安定供給や多面的機能の発揮の基

盤となる社会共通資本である。 

しかしながら、こうした資源は、過疎化・高齢化・混住化等の進行に伴う集

落機能の低下により、その適切な保全・管理が困難となってきている。 

また、これら資源を基礎として営まれる農業生産活動については、環境問

題に対する国民の関心が高まる中で、農業生産全体の在り方を、環境保全

を重視したものに転換していくことが求められている。 

 このため、地域において農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るこ

とを通じて地域の振興に資する「農地・水・環境保全向上対策」を１９年度～２

３年度までの 5 カ年間実施するものとする。 

 

目標値 目標値の考え方 目標値と考え方 

【営農活動の施策導入面積】 

 

現状(18年度)：数値なし 

目標(19年度)：17,500ha 

19 年度の営農活動支援の予算額は

全国の農用地面積の概ね２％をカバー

可能な額となっていることから、東北地

域の農用地面積の２％を目標値に設

定。 

 

目標達成のため

の取組 

『取組事項』  

○「農地・水・環境保全向上対策」の実施体制の整備 

・営農活動の実施方針・業務方法書の承認 （４月中） 

○活動組織との現地意見交換会や地域協議会担当者会議の開催 

・代表的な活動組織、地域協議会、県、市町村等の担当者と営農活動に関

する意見・情報交換を実施（６月～９月） 

○ 環境保全型農業推進会議の開催 

 ・県、JA県中央会、生協等と営農活動の実施状況について情報交換等を実

施（11月） 

○農地・水・環境保全向上対策のＰＲ 

 ・環境保全型農業シンポジウムにおいて、活動状況等のＰＲ（３月） 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：農産課】 

【政策分野主管課：農産課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９年度東北農政局行動計画（Ⅴ-１-（１）） 

Ⅴ 国民参加型行政の推進 

１ 国民理解の推進に向けたコミュニケーションの強化 

推 進 事 項 

（１） 食料・農業・農村施策に関する各種意見交換等の実施 

取組課題・背景 地域段階での施策の円滑な執行を図るため、地方公共団体や地元関係者

等多様な主体への情報の提供及び意見交換の推進を図り、連携強化する必

要がある。 

 

取 組 内 容 ○「食と農を語る会」の開催（3回） 

・農政局幹部が現地へ赴き、一日農政局を開催。地域の農業者、主婦、消

費者、流通業者、ＮＰＯ法人など多様な方々との意見交換を実施 

 

○農政局職員による現地での政策説明（キャラバン）の実施（随時） 

 

○東北地域アグリビジネス創出産学官連携シンポジウムの開催（12月） 

・農業分野の産学官の連携により実用化研究を推進するなど研究成果の展

示と併せシンポジウムを開催、産官学の連携を強化 

 

○情報交流モニター等交流会に農政局幹部が出席し意見交換（随時） 

 

○東北６県農政主務部長会議の開催 

 

○農協関係者との意見交換会の実施 

 

○東北地域づくり連絡会議の実施 

・東北の国の出先機関４省５局長が一同に集まり、地域づくりの各種情報や

支援事業について意見交換を実施 

 

○地域づくりに関する意見交換会の実施 

・東北農政局、東北産業経済局、東北地方整備局で構成する「東北地域づく

り連携研究会」でアドバイザーを交え、具体地区の地域づくりについて意見

交換を実施 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：企画調整室】   

【政策分野主管課：企画調整室等】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 
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平成１９度東北農政局行動計画（Ⅴ-１-（２）） 

Ⅴ 国民参加型行政の推進 

１ 国民理解の推進に向けたコミュニケーションの強化 

 

（２） 食料・農業・農村施策に関する情報や地域情報の積極的な受発信の

実施 

取組課題・背景 東北農政局に収集された地域情報を効果的に活用できるよう、地域情報

の体系的な蓄積及び活用を推進する。 

 

取 組 内 容 ○広報誌の発行 

・広報誌「東北農政だより（土と水と、人間と）」の発行（4回/年、6,000部/回）

（農政局の取組内容を紹介する「東北農政だより」を発行。内容の見直しを

行い、掲載情報の充実を図る。必要に応じ特集号を発行、ホームページへ

の掲載） 

 

○電子媒体を通じた分かりやすい農政情報の提供 

・農政局ホームページ（19年度目標アクセス件数：300,000件（18年度実績：

278,000件）） 

（農政局の活動内容をわかりやすく伝えるよう、施策別に掲載。JIS 規格に

対応した掲載等） 

 

・東北農政局メールマガジン（19年度目標配信件数：7,000 件（18年度実績：

5,700 件）） 

（市町村、農業団体、消費者や生産者に対し電子媒体で農政に関する情

報を提供。19 年度は「地域からのたより」の充実を図る） 

 

・地域づくりニューズレター（１回/週、配信先：230ヶ所） 

（地域づくりの関係省庁出先機関で構成する地域づくり連絡会議より「地域

づくりニューズレター」を配信。農政に関する情報の提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 局 【政策評価担当課：企画調整室】   

【政策分野主管課：企画調整室、情報推進課】 

備 考 

（評 価 結 果 ） 

 

 

 

 

 

 

 


